
新宿区マンション管理計画の認定等の事務処理に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１

４９号。以下「法」という。）の規定に基づくマンションの管理に関する計画（以下「管

理計画」という。）の認定等について、法、マンションの管理の適正化の推進に関する法

律施行令（平成１３年政令第２３８号）及びマンションの管理の適正化の推進に関する法

律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号。以下「省令」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

 

（事前確認） 

第３条 法第５条の３第１項の認定の申請（以下「認定申請」という。）をしようとする管理

組合の管理者等（以下「申請者」という。）は、認定申請をする前に、法第５条の４に掲

げる基準（都道府県等マンション管理適正化指針（法第３条の２第２項第４号に規定する

都道府県等マンション管理適正化指針をいう。）に関する部分を除く。以下同じ。）に適合

していることを示す書類として、法第９１条に規定するマンション管理適正化推進セン

ター（以下「センター」という。）が作成する事前確認適合証の交付を受けるものとする。 

 

（認定の申請） 

第４条 申請者は、センターの管理計画認定手続支援サービス（以下「支援サービス」とい

う。）を利用して、区長に認定申請をするものとする。 

２ 省令第１条の２第１項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、前条

に規定する書類とする。 

 

（審査及び認定） 

第５条 区長は、認定申請があったときは、認定申請に係る書類の審査をし、その記載事項

に不備がないこと、省令第１条の２第１項に規定する添付書類（以下「添付書類」という。）

が添付されていることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合し、かつ、認

定申請に係る管理計画が法第５条の４に掲げる基準に適合すると認めるときは、その管

理計画の認定をするものとする。 

２ 区長は、第１項の規定による審査をし、認定申請が同項に規定する申請の形式上の要件

に適合しないと認めるときは、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて、認定申請の

補正を求めるものとする。 



３ 区長は、法第５条の４の認定をしたときは、省令別記様式第１号の２による通知書によ

り、申請者に通知するものとする。 

 

（認定の更新） 

第６条 法第５条の６第１項の認定の更新の申請（以下「更新申請」という。）をしようとす

る認定管理者等（法第５条の５に規定する認定管理者等をいう。以下同じ。）は、法第５

条の６第３項に規定する認定の有効期間の満了の日までに、センターの支援サービスを

利用して、区長に更新申請をするものとする。 

２ 第３条、第４条第２項及び前条の規定は、法第５条の６第１項の認定の更新について準

用する。この場合において、前条第 3 項中「省令別記様式第１号の２」とあるのは、「省

令別記様式第１号の４」と読み替えるものとする。 

 

（認定を受けた管理計画の変更） 

第７条 認定管理者等は、法第５条の４の認定を受けた管理計画について法第５条の７第１

項に規定する管理計画の変更（省令第１条の９に規定する軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは、省令別記様式第１号の５による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書

類のうちその変更に係るものを添えて区長に提出しなければならない。 

２ 第５条の規定は、法第５条の７第１項の変更の認定について準用する。この場合におい

て、第５条第３項中「省令別記様式第１号の２」とあるのは、「省令別記様式第１号の６」

と読み替えるものとする。 

 

（軽微な変更） 

第８条 認定管理者等は、法第５条の４の認定を受けた管理計画について省令第１条の９に

規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届（第１号様

式）の正本及び副本に、それぞれ添付書類のうちその変更に係るものを添えて区長に届け

出なければならない。 

 

（認定申請等の取下げ） 

第９条 認定申請、更新申請又は法第５条の７第１項の変更の認定の申請（以下「変更認定

申請」という。）をした者が、区長の認定を受ける前に申請を取り下げようとするときは、

マンション管理計画の認定申請取下げ届（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて区長に

届け出なければならない。 

（１） 認定申請、更新申請又は変更認定申請の取下げを決議（省令第１条の２第１項第１

号に規定する決議をいう。以下同じ。）した集会（同号に規定する集会をいう。以下同じ。）

の議事録の写し（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１８条第

２項（同法第６６条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により規約（同号



に規定する規約をいう。以下同じ。）で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写

し及びその定めるところにより当該認定申請、更新申請又は変更認定申請の取下げをす

ることを証する書類） 

（２） その他区長が必要と認める書類 

 

（不認定の通知） 

第１０条 区長は、第５条第１項の規定による審査をし、認定申請に係る管理計画が法第５

条の４に掲げる基準に適合しないと認めるとき又は第５条第２項の規定による求めによ

っても認定申請の補正がされないときは、マンション管理計画の不認定通知書（第３号様

式）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定は、更新申請及び変更認定申請について準用する。 

 

（報告の徴収） 

第１１条 区長は、法第５条の８の規定による報告を求めるときは、管理計画認定マンショ

ンの管理状況報告依頼書（第４号様式）により行うものとする。 

２ 認定管理者等は、区長が前項の規定による報告を求めたときは、管理計画認定マンショ

ンの管理状況報告書（第５号様式）により報告しなければならない。 

 

（改善命令） 

第１２条 区長は、法第５条の９の規定による命令をするときは、管理計画認定マンション

の管理に関する改善命令書（第６号様式）により行うものとする。 

 

（管理の取りやめ） 

第１３条 認定管理者等は、法第５条の１０第１項第２号に規定する管理（第２号において

「管理」という。）を取りやめようとするときは、管理計画認定マンションの管理を取り

やめる旨の申出書（第７号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に申し出なければなら

ない。 

（１） 認定管理者等が受けた法第５条の４の認定に係る省令別記様式第１号の２による通

知書（法第５条の６第１項の認定の更新又は法第５条の７第１項の変更の認定を受けた

場合にあっては、当該認定の更新又は当該変更の認定のうち直近に受けたものに係る省

令別記様式第１号の４による通知書又は省令別記様式第１号の６による通知書） 

（２） 管理を取りやめることを決議した集会の議事録の写し（建物の区分所有等に関する

法律第１８条第２項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の

写し及びその定めるところにより当該管理を取りやめることを証する書類） 

（３） その他区長が必要と認める書類 

 



（認定の取消し） 

第１４条 区長は、法第５条の１０第１項の規定により法第５条の４の認定（法第５条の７

第１項の変更の認定を含む。）を取り消したときは、マンション管理計画の認定取消通知

書（第８号様式）により通知するものとする。 

 

（管理計画の公表等） 

第１５条 区長は、申請者が法第５条の４の認定を受けた際の当該認定を受けた管理計画に

係るマンションの情報（区長が必要と認めるものに限る。以下この条において同じ。）の

公表に同意した場合は、センターと連携して、当該マンションの情報を公表することがで

きる。 

２ 区長は、前項の規定によりマンションの情報を公表している場合において、法第５条の

１０第１項の規定により法第５条の４の認定を取り消したときは、遅滞なくその情報の

公表を取りやめるものとする。 

３ 前２項の規定は、更新申請及び変更認定申請について準用する。 

 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、管理計画の認定等について必要な事項は、住宅課

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年２月１５日から施行する。 


